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◦
表 
彰

叙
勲

　

永
年
に
わ
た
る
功
績
を
称
え
ら
れ
、
次
の

方
々
が
叙
勲
の
栄
に
浴
さ
れ
ま
し
た
。（
敬
称
略
）

▪
瑞
宝
双
光
章

小
川
悟さ

と
る（
元
公
立
小
学
校
長
／
教
育
功
労
／

加
治
町
）

▪
瑞
宝
単
光
章

松
野
充あ

つ

志し（
元
県
警
部
補
／
警
察
功
労
／
田

原
町
）

◦
募
集

渥
美
郷
土
資
料
館

ひ
な
祭
り
展
補
助
員

勤
務
内
容：
展
示
室
監
視
、
受
付
、
来
館
者
対

応
な
ど　
募
集
人
員：5
名
程
度　
採
用
期
間：

令
和
７
年
２
月
１
日（
土
）～
３
月
16
日（
日
）　

勤
務
場
所：渥
美
郷
土
資
料
館　
勤
務
形
態：午

前
９
時
～
午
後
1
時
、
午
後
1
時
～
５
時（
交

替
勤
務
）　
報
酬：時
給
１
０
８
５
円　
選
考
方

法：
応
募
者
多
数
の
場
合
は
書
類
選
考
後
、
面

接　

申
込
締
切：
12
月
22
日（
日
）ま
で
に
田
原

市
博
物
館
ま
た
は
市
Ｈ
Ｐ
に
あ
る
履
歴
書
に
必

要
事
項
を
記
入
の
う
え
開
館
時
間
内
に
提
出

（
郵
送
不
可
）

▼
田
原
市
博
物
館　
☎
22‐１
７
２
０

令
和
７
年
度
児
童
ク
ラ
ブ
利

用
者（
夏
休
み
利
用
分
含
む
）

対
象：
市
内
小
学
校
に
通
う
新
１
～
６
年
生
ま

で
の
児
童（
保
護
者
が
就
労
な
ど
で
昼
間
家
庭

に
い
な
い
児
童
）　
申
込：
令
和
７
年
１
月
10
日

（
金
）ま
で
に
、
生
涯
学
習
課
お
よ
び
ク
ラ
ブ
に

あ
る
申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
受
付

場
所
へ
提
出　
そ
の
他：
定
員
を
超
え
る
場
合

は
、
学
年
の
低
い
順
ま
た
は
保
護
の
困
難
性
の

高
い
順
に
参
加
を
認
め
ま

す
が
、
待
機
と
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は

市
Ｈ
Ｐ
な
ど
に
あ
る
応
募

要
項
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
夏
休
み
の
利
用
申
し
込
み
も
同
時
に
行
い
ま

す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
生
涯
学
習
課　
☎
23‐３
６
３
５

第
１７
回
渥
美
半
島
た
は
ら

ブ
ラ
ン
ド

　
田
原
市
の
地
域
資
源
や
地
域
特
性
を
い
か
し

た
、
優
れ
た
産
品
を
募
集
し
ま
す
。

対
象：①
②
の
ど
ち
ら
か
に
該
当
す
る
も
の

①
市
内
に
住
所
が
あ
る
個
人
事
業
主
ま
た
は
こ

れ
ら
の
者
で
組
織
す
る
団
体　
②
市
内
に
主
た

る
事
務
所
が
あ
る
法
人
ま
た
は
団
体

内
容：
審
査
会
に
よ
り「
渥
美
半
島
た
は
ら
ブ
ラ

ン
ド
」と
し
て
認
定
／
認
定
品
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

に
掲
載
す
る
な
ど
の
周
知
を
行
う　
申
込：12
月

20
日（
金
）ま
で
に
申
請
書（
商
工
課
、
市
Ｈ
Ｐ
で

入
手
可
）に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
提
出

▼
商
工
課　
☎
27‐７
３
３
１

◦
生 

活

人
権
擁
護
委
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い

12
月
10
日
は「
人
権
デ
ー
」

12
月
４
日
～
10
日
は「
人
権
週
間
」

▪
お
気
軽
に
相
談
を

　

市
内
に
は
法
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
10
名

の
人
権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
。
い
じ
め
や
虐
待

な
ど
の
困
り
事
、
何
で
も
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

　
人
権
擁
護
委
員
は
、相
談
対
応
だ
け
で
な
く
、

人
権
問
題
に
関
す
る
講
座
も
行
っ
て
い
ま
す
。

学
校
や
企
業
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
地
域
福
祉
課　
☎
23‐３
５
１
２

▼
名
古
屋
法
務
局
豊
橋
支
局
・
豊
橋
人
権
擁
護

委
員
協
議
会　
☎（
０
５
３
２
）54‐９
２
７
８

＊
み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

　
☎（
０
５
７
０
）０
０
３‐
１
１
０

＊
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番

　
☎（
０
１
２
０
）０
０
７‐
１
１
０

＊
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

　
☎（
０
５
７
０
）０
７
０‐
８
１
０

【相談専用電話】
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